
  

2026 年 4 月 1 日  

お客様 各位  

ダイセル・エボニック株式会社  

〒163-0913  

東京都新宿区⻄新宿 2-3-1  

Tel     +81-3-5324-6331  

Fax    +81-3-5324-6335  

  

不使⽤証明書 中国輸出規制物質  

  

  

（１） 対象の樹脂製品(ペレット、パウダー)︓  

DAIAMID🄬 , VESTAMID🄬 , TROGAMID🄬 , VESTOSINT🄬 , VESTAMELT🄬 ,  

VESTAKEEP🄬 , VESTAKEEP -J🄬 ,VESTORAN🄬 ,VESTENAMER🄬  

（VESTAKEEP🄬 2000FC30、4000FC30（グラファイト含有）を除く。VESTAKEEP J🄬 に

ついてはお問い合わせください。） 

  

（２） 調査対象   

ランタン・セリウム・プラセオジウム・ネオジム・サマリウム・プロメチウム・ガドリニウム・テルビウム・ 

ディスプロシウム・ホルミウム・エルビウム・ツリウム・イッテルビウム・ルテチウム・スカンジウム・ 

イットリウム・ガリウム ・ゲルマニウム・黒鉛 

 

 

(3) 記載事項  

（１）に記載される弊社グレードに（２）に記載の化学物質の原材料および製造工程における意

図的使⽤はございません。  

  

  

ダイセル・エボニック株式会社 

網干工場 品証・製品安全部  

Tel :+81-79-273-4965  

Fax:+81-79-273-7603  


